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○情報公開条例施行規則 

平成19年３月26日 

組合規則第２号 

改正 平成28年３月29日規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，情報公開条例（平成19年茨城県市町村総合事務組合条例第１号。以下「条

例」という。）の規定に基づき，組合長が保有する行政文書についての開示の手続その他条例

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（開示請求書の提出） 

第２条 条例第６条第１項の規定による開示請求書の提出は，行政文書開示請求書（様式第１号）

により行わなければならない。 

２ 開示請求書には，開示請求に係る行政文書について次に掲げる事項を記載することができる。 

(1) 求める開示の実施の方法 

(2) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては，その旨 

（条例第11条第１項の実施機関が定める事項） 

第３条 条例第11条第１項に規定する実施機関が定める事項は，次に掲げる事項とする。 

(1) 開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の方法 

(2) 事務所における開示（次号に規定する方法以外の方法による行政文書の開示をいう。）を

実施することができる日時及び場所 

(3) 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数 

２ 開示請求書に前条第２項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第11条第１項

の実施機関が定める事項は，前項の規定にかかわらず，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，

それぞれ当該各号に定める事項とする。 

(1) 前条第２項第１号の方法による行政文書の開示を実施することができる場合 その旨及び

前項各号に掲げる事項（同条第２項第１号の方法に係るものを除く。） 

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項 

（開示決定等の通知） 

第４条 条例第11条第１項の規定による通知は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各

号に定める様式により行うものとする。 

(1) 行政文書の全部を開示するとき 行政文書開示決定通知書（様式第２号） 

(2) 行政文書の一部を開示するとき 行政文書部分開示決定通知書（様式第３号） 

２ 条例第11条第２項の規定による通知は，行政文書不開示決定通知書（様式第４号）により行

うものとする。 

３ 条例第12条第２項の規定による通知は，決定期間延長通知書（様式第５号）により行うもの
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とする。 

４ 条例第13条の規定による通知は，決定期間特例通知書（様式第６号）により行うものとする。 

５ 条例第14条第１項による通知は，事案移送通知書（様式第７号）により行うものとする。 

（条例第15条第１項の実施機関が定める事項） 

第５条 条例第15条第１項に規定する実施機関が定める事項は，次に掲げる事項とする。 

(1) 開示請求の年月日 

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容 

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

（条例第15条第２項の実施機関が定める事項） 

第６条 条例第15条第２項に規定する実施機関が定める事項は，次に掲げる事項とする。 

(1) 開示請求の年月日 

(2) 条例第15条第２項第１号又は第２号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由 

(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容 

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 

（意見書提出についての通知等） 

第７条 条例第15条第１項又は第２項の規定による通知は，意見書提出についての通知書（様式

第８号）により行うものとする。 

２ 条例第15条第３項の規定による通知は，開示決定に係る通知書（様式第９号）により行うも

のとする。 

（開示の実施の方法） 

第８条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は，それぞれ当該各号に定めるものを閲覧

することとする。 

(1) 文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に該当するものを除く。） 当該文書又は

図画（条例第16条第１項ただし書の規定が適用される場合にあっては，次項第１号に定める

もの） 

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし，これ

により難い場合にあっては，当該マイクロフィルムを日本工業規格A列４番（以下「A４判」

という。）の用紙に印刷したもの 

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙（縦89ミリメートル，横127ミリメートルのも

の又は縦203ミリメートル，横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。）に印画したもの 

(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの 

２ 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は，それぞれ当該各号に定めるものを交

付することとする。 

(1) 文書又は図画（次号から第４号まで又は第４項に該当するものを除く。） 当該文書又は
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図画を乾式複写機により日本工業規格A列３番（以下「A３判」という。）以下の大きさの用

紙に複写したもの。ただし，これにより難い場合にあっては，当該文書又は図画を撮影した

写真フィルムを印画紙に印画したもの 

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムをA４判の用紙に印刷したもの 

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの 

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの 

３ 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第16条第１項の規則で定める方法は，それぞれ

当該各号に定める方法とする。 

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生し

たものの聴取 

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器によ

り再生したものの視聴 

(3) 電磁的記録（前２号又は次項に該当するものを除く。） 次に掲げる方法であって，実施

機関がその保有するプログラム（電子計算機に対する指令であって，一の結果を得ることが

できるように組み合わされたものをいう。次項において同じ。）により行うことができるも

の 

ア 当該電磁的記録をA３判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧 

イ 当該電磁的記録を専用機器（開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備えら

れているものに限る。）により再生したものの閲覧又は視聴 

ウ 当該電磁的記録をA３判以下の大きさの用紙に出力したものの交付 

４ 映画フィルムの開示の実施の方法 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴 

（開示の実施の方法等の申出） 

第９条 条例第16条第２項の規定による申出は，次に掲げる事項を記載した開示実施方法等申出

書（様式第10号）により行わなければならない。 

(1) 求める開示の実施の方法（開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法

を求める場合にあっては，その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法） 

(2) 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては，その旨及び

当該部分 

(3) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては，その旨 

２ 第３条第２項第１号の場合に該当する旨の条例第11条第１項に規定する通知があった場合に

おいて，第２条第２項各号に掲げる事項を変更しないときは，条例第16条第２項の規定による

申出を改めて行うことを要しない。 

（更なる開示の申出） 

第10条 条例第16条第４項の規定による申出は，次に掲げる事項を記載した再開示申出書（様式
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第11号）により行わなければならない。 

(1) 条例第11条第１項に規定する通知があった日 

(2) 最初に開示を受けた日 

(3) 前条第１項各号に掲げる事項 

２ 前項の場合において，既に開示を受けた行政文書（その一部につき開示を受けた場合にあっ

ては，当該部分）につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該行政文書について求め

ることはできない。ただし，当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは，こ

の限りでない。 

（費用負担） 

第11条 条例第18条の規則で定める額は，別表第１の左欄に掲げる行政文書の種別（第17条第４

号において単に「種別」という。）ごとに，同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ，そ

れぞれ同表の右欄に定める費用の額（複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては，

その合算額とする。）とする。 

２ 前項の費用は，前納とする。 

３ 行政文書の開示を受ける者は，第１項の費用のほか郵送料を送付して，行政文書の写しの送

付を求めることができる。この場合において，当該郵送料は，郵便切手で送付しなければなら

ない。 

（費用の額等の通知） 

第12条 条例第16条第２項又は第４項の規定により行政文書の開示を受ける者から写しの送付の

方法による開示の実施の申出がなされた場合には，実施機関は，その者に対し，前条の規定に

より算定した費用の額及び郵送料の額を通知しなければならない。 

２ 開示請求書に第２条第２項各号に掲げる事項が記載されている場合において第３条第２項第

１号の場合に該当する旨の条例第11条第１項に規定する通知をするときは，当該通知をすると

きに前項に規定する申出がなされたものとみなして，同項の規定を適用する。 

（審査会諮問の通知） 

第13条 条例第20条第２項の規定による通知は，審査会諮問通知書（様式第12号）により行うも

のとする。 

（提出資料の閲覧請求） 

第14条 条例第27条第２項の規定による審査会に提出された意見書又は資料の閲覧の求めは，書

面により行わなければならない。 

（審査会） 

第15条 審査会は，会長が招集する。 

２ 審査会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開き，及び議決することができない。 

３ 審査会の議事は，出席委員の過半数で決する。この場合においては，会長は，委員として議
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決に加わる権利を有する。 

４ 前項の場合において，可否同数のときは，会長が決める。 

５ 会長は，会議録を調製し，開会の日時及び場所，出席委員の氏名，議事の要領，議決した事

項その他必要と認める事項を記載しなければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか，審査会に関し必要な事項は，審査会が定める。 

（答申の内容の公表） 

第16条 条例第29条の規定による答申の内容の公表は，茨城県市町村会館において行うものとす

る。 

（行政文書の管理に関する規程） 

第17条 条例第31条第２項の行政文書の管理に関する規程は，次に掲げる要件を満たすものでな

ければならない。 

(1) 当該実施機関の意思決定に当たっては文書（図画及び電磁的記録を含む。以下この号にお

いて同じ。）を作成して行うこと並びに当該実施機関の事務及び事業の実績について文書を

作成することを原則とし，次に掲げる場合についてはこの限りでないこととするものである

こと。ただし，アの場合においては，事後に文書を作成することとするものであること。 

ア 当該実施機関の意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合 

イ 処理に係る事案が軽微なものである場合 

(2) 行政文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。 

(3) 当該実施機関の事務及び事業の性質，内容等に応じた行政文書の保存期間の基準を定める

ものであること。この場合において，当該行政文書の保存期間の基準は，別表第２の左欄に

掲げる行政文書の区分に応じ，それぞれその作成又は取得の日（これらの日以後の特定の日

を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると実施機関が認める場合にあっては，

当該特定の日）から起算して同表の右欄に定める期間以上の期間とすること。ただし，当該

実施機関において常時使用する行政文書として必要な期間保存することが適当と認めたもの

を除く。 

(4) 行政文書を作成し，又は取得したときは，前号の行政文書の保存期間の基準に従い，当該

行政文書について保存期間を設定するとともに，当該行政文書を当該保存期間の満了する日

までの間保存することとするものであること。この場合において，保存の必要に応じ，当該

行政文書に代えて，内容を同じくする同一又は他の種別の行政文書を作成することとするも

のであること。 

(5) 次に掲げる行政文書については，前号の保存期間の満了する日後においても，その区分に

応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするもので

あること。この場合において，一の区分に該当する行政文書が他の区分にも該当するときは，

それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。 
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ア 現に監査，検査等の対象になっているもの 当該監査，検査等が終了するまでの間 

イ 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟

が終結するまでの間 

ウ 現に係属している審査請求における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該

審査請求に対する裁決の日の翌日から起算して１年間 

エ 開示請求があったもの 条例第11条各項の決定の日の翌日から起算して１年間 

(6) 行政文書について，職務の遂行上必要があると認めるときは，保存期間が満了する前に，

一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において，

当該延長に係る保存期間が満了する前にこれを更に延長しようとするときも，同様とするこ

ととするものであること。 

(7) 保存期間（延長された場合にあっては，延長後の保存期間。次号において同じ。）が満了

した行政文書については，廃棄することとするものであること。 

(8) 行政文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときに当該

行政文書を廃棄することができることとする場合にあっては，廃棄する行政文書の名称，当

該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成することとするものであること。 

(9) 行政文書ファイル（能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存の目的を達成

するためにまとめられた，相互に密接な関連を有する行政文書（保存期間が１年以上のもの

であって，当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。）の集合物をいう。）

及び行政文書（単独で管理することが適当なものであって，保存期間が１年以上のものに限

る。）の管理を適切に行うため，これらの名称その他の必要な事項（不開示情報に該当する

ものを除く。）を記載した帳簿を調製することとするものであること。 

(10) 職員の中から指名する者に，その保有する行政文書の管理に関する事務の運営につき監督

を行わせることとするものであること。 

(11) 法律及びこれに基づく命令の規定により，行政文書の作成，保存，廃棄その他の行政文書

の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては，当該事項につい

ては，当該法律及びこれに基づく命令の定めるところによることとするものであること。 

（行政文書の管理に関する規程等の閲覧） 

第18条 実施機関は，行政文書の管理に関する規程を記載した書面及び前条第９号の帳簿の写し

を一般の閲覧に供するため，総務課に備え置くものとする。 

（施行の状況の公表） 

第19条 条例第33条第２項の規定による施行の状況の概要の公表は，開示請求件数，開示及び不

開示の件数並びに審査請求の状況について行うものとする。 

附 則 

この規則は，平成19年４月１日から施行する。 
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附 則（平成28年規則第６号） 

この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

別表第１（第11条関係） 

行政文書の種別 開示の実施の方法 費用の額 

1 文書又は図（2の項から4

の項までに該当するもの

を除く。） 

ア 乾式複写機により複写したもの（単

色刷りで，A3判以下のものに限る。）

の交付 

1枚につき10円 

イ 乾式複写機により複写したもの（多

色刷りで，A3判以下のものに限る。）

の交付 

作成に要する費用相

当額 

ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印

画したものの交付 

作成に要する費用相

当額 

2 マイクロフィルム 用紙に印刷したもの（A4判のものに限

る。）の交付 

1枚につき10円 

3 写真フィルム 印画紙に印画したものの交付 作成に要する費用相

当額 

4 スライド 印画紙に印画したものの交付 作成に要する費用相

当額 

5 電磁的記録 ア 用紙に出力したもの（単色刷りで，

A3判以下のものに限る。）の交付 

1枚につき10円 

イ アに掲げるもの以外のものの交付 作成に要する費用相

当額 

備考 

１ 用紙に印刷又は出力したものの交付を行う場合において，両面印刷の用紙を用いるとき

は，片面を１枚として費用の額を算定する。 

２ 行政文書の開示を閲覧，聴取又は視聴により行う場合には，無料とする。 

別表第２（第17条関係） 

行政文書の区分 保存期間 

1 ア 組合規約制定変更に関する重要なもの 

イ 組合議会に関する書類中特に重要なもの 

ウ 例規の原本及び原議書 

エ 審査の請求，訴訟，調停及び和解に関する重要なもの 

オ 進退，賞罰，身分等の人事に関する重要なもの 

永久 
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カ アからオに掲げるもののほか，永久保存を必要とするもの 

2 ア 備品の出納に関する重要なもの 

イ 予算決算及び出納に関する重要なもの 

ウ 物品等に関する契約で重要なもの 

エ 進退，賞罰，身分等の人事に関するもので永久保存の必要のない

もの 

オ アからエに掲げるもののほか，10年保存を必要とするもの 

10年 

3 ア 消耗品及び材料に関する重要なもの 

イ 調査，統計，報告，証明等に関するもの 

ウ 給与に関するもの 

エ アからウに掲げるもののほか，5年保存の必要のあるもの 

5年 

4 ア 一時の処分に属する文書報告綴 

イ アに掲げるもののほか，1年保存の必要のあるもの 

1年 

5 その他の行政文書 事務処理上必要

な1年未満の期

間 



9/21 

 



10/21 

 



11/21 

 



12/21 

 



13/21 

 



14/21 

 



15/21 

 



16/21 

 



17/21 

 



18/21 

 



19/21 

 



20/21 

 



21/21 

 


